
窓口相談

審議会 アドバイザー

結果通知

景観法第１６条に基づく届出の提出

審査

適合 不適合（助言・指導）

美しいまちづくり条例

指摘あり 指摘なし

回答書の提出

勧告・変更命令

計画の変更

変更報告

事前協議

開発協議

協定書

工
事
着
工
の
３
０
日
前
ま
で

景観法に関する事前協議

①水辺の景観軸内の大規模建築物等

②田園地域、丘陵地域内の大規模建築物等

③眺望景観軸内の高さ２０ｍを超える建築物等

④高さ３０ｍを超える建築物

⑤延べ面積５，０００㎡以上の建築物

⑥その他市長が認めるもの

①～⑤に該当しない場合

⑥ ①～⑤

工事着手

景観法に関する手続き

必要書類に開発

協議の協定書を

指定

連
携
条
例
の
案
内

変更無し

審議会

アドバイザー


